
 

松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補 助 金  

交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 流 行 に よ り

変 化 し た 消 費 動 向 に 対 応 し 、 利 便 性 の 向 上 に よ る 更 な る 観 光

振 興 を 図 る た め 、 町 内 の 観 光 施 設 の 運 営 事 業 者 に お け る オ ン

ラ イ ン シ ス テ ム の 導 入 に 対 し て 松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ

ス テ ム 導 入 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る

こ と に つ い て 、 松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町  

規 則 第 １ ２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と

い う 。 ） は 、 別 表 １ に 掲 げ る 施 設 に お い て 、 次 条 に 定 め る 事

業 を 実 施 す る 者 と す る 。  

２  前 項 に 掲 げ る 補 助 対 象 者 は 、 次 の 条 件 を す べ て 満 た す も の

と す る 。  

（ １ ）  別 表 １ に 掲 げ る 施 設 の 運 営 を 補 助 金 の 交 付 の 日 か ら

１ 年 以 上 継 続 す る 意 思 の あ る 者  

（ ２ ）  町 税 等 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

（ ３ ）  政 治 団 体 で な い こ と 。  

（ ４ ）  宗 教 上 の 組 織 又 は 団 体 で な い こ と 。  

（ ５ ）  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （  

 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団  

（ ６ ）  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第

２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 」  

と い う 。 ） は 、 施 設 予 約 の オ ン ラ イ ン 化 に 伴 う シ ス テ ム 導 入

事 業 及 び キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 シ ス テ ム の 導 入 事 業 と す る 。  
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２  前 項 に 定 め る 補 助 対 象 事 業 は 、 い ず れ も 新 た に 実 施 す る も

の と し 、 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 う 日 に お い て 、 既 に 実 施 さ れ

て い る 事 業 は 、 本 補 助 金 の 対 象 外 と す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」  

と い う 。 ） は 、 別 表 ２ に 掲 げ る 経 費 と し 、 次 の 条 件 を す べ て

満 た す も の と す る 。  

（ １ ）  補 助 金 の 交 付 決 定 後 の 契 約 及 び 発 注 に よ り 生 じ た 経  

 費 で あ る こ と 。  

 （ ２ ）  契 約 内 容 や 支 払 金 額 が 確 認 で き る 経 費 で あ る こ と 。  

 （ ３ ）  他 の 補 助 制 度 を 利 用 し て い な い 経 費 で あ る こ と 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 次 に 定 め る と こ  

ろ に よ り 交 付 す る 。  

（ １ ）  別 表 ２ に 掲 げ る 各 経 費 区 分 を 合 計 し た 額 の ２ 分 の １

の 額 と し 、 ５ 万 円 を 上 限 と す る 。  

（ ２ ）  前 号 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を 補 助 金 の 額

と す る 。  

 （ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と  

い う 。 ） は 、 松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補 助

金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 町 長

に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ １ ）  事 業 （ 変 更 ） 計 画 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

 （ ２ ）  そ の 他 、 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 交 付 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ７ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き  

は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 の 可 否 及 び 額 を 決 定 す  

る も の と す る 。  
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２  町 長 は 、 前 項 の 決 定 に 基 づ き 、 松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン

シ ス テ ム 導 入 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） 又 は 松

田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補 助 金 不 交 付 決 定 通

知 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 申 請 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と  

い う 。 ） は 、 申 請 内 容 を 変 更 又 は 中 止 し よ う と す る と き は 、  

松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補 助 金 変 更 （ 中 止 ）  

承 認 申 請 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 町 長 に  

申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  事 業 （ 変 更 ） 計 画 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

（ ２ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  町 長 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の  

内 容 を 審 査 し 、 松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補

助 金 変 更 （ 中 止 ） 承 認 通 知 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） 又 は 松 田 町 観 光

施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補 助 金 変 更 （ 中 止 ） 不 承 認 通  

知 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） に よ り 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 の 状 況 報 告 ）                

第 ９ 条  町 長 は 、 補 助 対 象 事 業 の 実 施 状 況 等 の 確 認 が 必 要 な と

き は 、 交 付 決 定 者 に 対 し 、 状 況 報 告 を 随 時 求 め る こ と が で き

る 。  

２  交 付 決 定 者 は 、 前 項 に 定 め る 状 況 報 告 を 求 め ら れ た と き は 、

速 や か に 報 告 書 を 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 １ ０ 条  交 付 決 定 者 は 、 補 助 対 象 事 業 が 完 了 し た と き は 、 完   

了 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 又 は 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 の い ず れ か

早 い 日 ま で に 松 田 町 観 光 施 設 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム 導 入 費 補 助

金 実 績 報 告 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 町 長

に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ １ ）  事 業 実 績 書 （ 第 ９ 号 様 式 ）  
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 （ ２ ）  補 助 対 象 経 費 に 係 る 領 収 書 の 写 し  

 （ ３ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  交 付 決 定 の 取 消 し 、 交 付 確 定 及 び 補 助 金 の 請 求 等 に  

つ い て は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  規 則 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 定 め る 請 求 の 期 日 は 、 令 和 ５ 年 ２ 月

２ ８ 日 と す る 。  

３  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 補 助 対 象 事 業 の 完 了 の 日 の 属

す る 会 計 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 起 算 し て ２ 年 が 経 過 す

る ま で の 間 は 、 年 度 末 及 び 町 長 が 必 要 と 認 め る と き に 、 オ ン

ラ イ ン シ ス テ ム の 利 用 実 績 及 び 施 設 の 利 用 状 況 を 記 し た 報 告

書 を 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

４  町 長 は 、 前 項 に 定 め る 報 告 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の

内 容 を 審 査 し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 既 に 交 付 し

て い る 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

（ １ ）  規 則 又 は こ の 要 綱 若 し く は 交 付 決 定 に 付 し た 条 件 に  

違 反 し た と き 。  

（ ２ ）  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 決 定 を 受 け た と き 。  

（ ３ ）  そ の 他 、 町 長 が 補 助 金 の 交 付 が 適 当 で な い と 認 め た  

と き 。  

（ 補 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が  

別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 要 綱 の 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

た だ し 、 同 日 ま で に 決 定 さ れ た 補 助 金 の 交 付 に 対 す る 第 １ １
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条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 適 用 に つ い て は 、 要 綱 の 失 効 後 も な お

そ の 効 力 を 有 す る 。  
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別 表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

施 設  詳 細  

観 光 関 連 施 設  

町 内 で 主 に 観 光 客 の 利 用 に 供 さ れ る 土

産 物 店 、入 浴 施 設 、レ ジ ャ ー 施 設 、ス ポ

ー ツ 施 設 、 鑑 賞 施 設  

宿 泊 施 設  

旅 館 業 法（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ３ ８ 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け て 、 同 法 第

２ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 営 業 を 行 っ て

い る 施 設  

住 宅 宿 泊 施 設  

住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 ２ ９ 年 法 律 第 ６

５ 号 ） 第 ３ 条 に 定 め る 届 出 が 済 ん で い

る 住 宅  

 

別 表 ２ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

経 費 区 分  内      訳  

シ ス テ ム 導 入 費  

  Ｗ Ｅ Ｂ 予 約 シ ス テ ム の 初 期 登 録 料  

  Ｗ Ｅ Ｂ 予 約 シ ス テ ム の 月 額 利 用 料  

  Ｗ Ｅ Ｂ 予 約 シ ス テ ム の 初 月 利 用 手 数

料  

  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 シ ス テ ム の 初 期

登 録 料  

  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 シ ス テ ム の 月 額

利 用 料  

  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 シ ス テ ム の 初 月

利 用 手 数 料  

備 品 購 入 費  
  Ｐ Ｃ 機 器 の 購 入 費  

  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 端 末 の 購 入 費  
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  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 端 末 の 賃 借 料

（ 月 額 の 場 合 は 初 月 分 の み ）  

環 境 整 備 費  イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 の 整 備 に 係 る 経 費  
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